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凡 例 

１ 略称 

(1) この冊子中の記載において、「令和２年（2020年）産業連関表作成基本要綱」については、

特段の必要がなければ「基本要綱」と表記している。 

(2) 産業連関表については、二種類の用例があり、取引基本表や付帯表を含む基本要綱等の対象

となる広義の産業連関表と、基幹統計としての取引基本表のみを指す産業連関表である。後者

の場合は、本基本要綱では「取引基本表」という。 

 また、産業連関表の正式名称は、「令和２年（2020年）産業連関表」のように、和暦と西暦を

並列するものであるが、基本要綱での説明においては、「令和２年（2020年）産業連関表作成基

本方針」の部分や、部・章のタイトルなど、特に必要と考えられる場合を除き、基本的には

「令和２年表」のように和暦のみで表記している。なお、作成周期に関する記載部分のように

西暦で示す必要がある場合については「令和２年（2020年）表」のように表記している。 

(3) 基本要綱で使用している略語に関する内容は、別紙のとおりである。 

ただし、第１部第１章「令和２年（2020年）産業連関表作成基本方針」については令和２年

８月19日付け、第１部第２章別紙「基準年ＳＵＴ・産業連関表及び中間年ＳＵＴに係る基本構

成の大枠」については令和元年６月20日付けにより、本基本要綱に先行して、それぞれ産業連

関部局長会議決定済みであり、本基本要綱では、これらは再掲している。そのため、その中で

用いている略語については、基本的に、第１部第１章及び第１部第２章別紙の中でのみ有効な

ものとして、別紙には掲げていない。 

 

２ 用語 

(1) 「財・サービス」と「生産物」・「商品」 

基本要綱では、従来「商品」としていたものを原則「生産物」の用語を用いる。我が国の産

業連関表が「生産物×アクティビティ（生産物）のクロス表」とされていることから、財・サ

ービスを包括する用語として、基本的に「生産物」を用いている。しかし、文意として「財・

サービス」の方が分かりやすいと考えられる場合については、「財・サービス」を用いている

ほか、「財」「サービス」の一方について該当する記載の場合には、それぞれ使い分けている。 

(2) 「金額」、「計数」及び「取引額」 

基本要綱では、数値に関する用語として、「国内生産額」、「投入額」、「産出額」といった固

有名詞として使用するもののほか、主に「金額」、「計数」及び「取引額」を用いている。これ

らについては、おおむね、以下のような使い分けをしている。 

①「金 額」･･･ 実額に関する一般的な用語として用いる。 

②「取引額」･･･ 取引基本表における個々のセル（国内生産額を除く。）の数値を念頭に置い

ている記載の場合に用いる。 

③「計 数」･･･「計数調整」という用語として用いる場合、また、文意として、取引基本表

以外の係数表及び付帯表における実額などの数値を含む場合に用いる。 
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【別紙】基本要綱で用いる略語一覧 

略  語 省略前の文言、又は略語の意味 

経済センサスデータ 経済センサス‐活動調査のデータ 

政府及び独立行政法人等 中央政府、地方政府、独立行政法人、特殊法人、認可法人等 

総務省 総務省政策統括官室 

分類コード 各部門に付するコード 

持家等 持家、給与住宅及び寮等 

2008ＳＮＡ 
国際連合が 2008 年（平成 20 年）から 2009 年（平成 21 年）にかけて

採択した国民経済計算の体系 
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